


平 成 17 年 11 月 11 日 三 重 県 公 報 第 1727 号( 2 )

2470800356

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会 伊勢訪

問介護事業所

伊勢市八日市場

町13－１番地

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会

伊勢市御薗町長

屋2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日
訪問介護

2470800760

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会 二見訪

問介護事業所

伊勢市二見町江

456番地２

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会

伊勢市御薗町長

屋2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日
訪問介護

2470800786

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会 小俣訪

問介護事業所

伊勢市小俣町元

町536

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会

伊勢市御薗町長

屋2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日
訪問介護

2470800802
田中ヘルパース

テーション

伊勢市曽祢一丁

目13番４号

医療法人 田中

病院

伊勢市曽祢一丁

目７番21号
田中 民弥

平成17年

11月１日
訪問介護

2470800810
あいはーと訪問

介護事業所

伊勢市岡本３丁

目17－５

あいはーと 有

限会社

伊勢市宇治浦田

３丁目31番１号
三田由喜子

平成17年

11月１日
訪問介護

2471100020
熊野市社協指定

訪問介護事業所

熊野市井戸町

1150番地

社会福祉法人

熊野市社会福祉

協議会

熊野市井戸町

1150番地
榎本 滿

平成17年

11月１日
訪問介護

2471300521 有限会社福笑み
名張市富貴ヶ丘

５番町３番地
有限会社福笑み

名張市富貴ヶ丘

５番町３番地
松本 和久

平成17年

11月１日
訪問介護

2472800131

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会 御薗訪

問介護事業所

伊勢市御薗町長

屋2767番地

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会

伊勢市御薗町長

屋2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日
訪問介護

2473100044

熊野市社協指定

訪問介護事業所

｢紀和｣

熊野市紀和町板

屋135番地の１

社会福祉法人

熊野市社会福祉

協議会

熊野市井戸町

1150番地
榎本 滿

平成17年

11月１日
訪問介護

2473100291
訪問介護事業所

あゆみ

南牟婁郡御浜町

大字志原1912番

地４

有限会社 あお

ぞら

南牟婁郡御浜町

大字志原1912番

地４

奥村 智
平成17年

11月１日
訪問介護

2470800224

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会 伊勢訪

問入浴介護事業

所

伊勢市八日市場

町13－１番地

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会

伊勢市御薗町長

屋2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日

訪問入浴

介護

2470800778

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会 二見訪

問入浴介護事業

所

伊勢市二見町江

456番地２

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会

伊勢市御薗町長

屋2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日

訪問入浴

介護

2470800794

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会 小俣訪

問入浴介護事業

所

伊勢市小俣町元

町536

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会

伊勢市御薗町長

屋2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日

訪問入浴

介護

2471100020

熊野市社協指定

訪問入浴介護事

業所

熊野市井戸町

1150番地

社会福祉法人

熊野市社会福祉

協議会

熊野市井戸町

1150番地
榎本 滿

平成17年

11月１日

訪問入浴

介護

2470100963 デイサービス華
桑名市新西方３

丁目218番地

医療法人 創健

会

桑名市新西方３

丁目218番地
多湖 光宗

平成17年

11月１日
通所介護

2470100989
きぼうの家デイ

サービスセンター

桑名市大字下深

谷部345-26

有限会社 すず

らん

桑名市下深谷部

4808番地
中村千鶴子

平成17年

11月１日
通所介護

2470400264
デイサービス第

２宝寿の郷

亀山市和田町17

番地

有限会社シルバー

サポートわたな

べ

亀山市和田町

1534－１
渡辺 裕子

平成17年

11月１日
通所介護

2470800265

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会 みなと

通所介護事業所

伊勢市神社港

262－１番地

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会

伊勢市御薗町長

屋2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日
通所介護



三重県告示第936号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第46条第１項の規定により､ 次のとおり居宅介護支援事業者を指定しま

した｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

平 成 17 年 11 月 11 日 三 重 県 公 報 第 1727 号 ( 3 )

2470800364

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会 伊勢通

所介護事業所

伊勢市八日市場

町13－１番地

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会

伊勢市御薗町長

屋2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日
通所介護

2471100020

熊野市社協保健

福祉センター指

定通所介護事業

所

熊野市井戸町

1150番地

社会福祉法人

熊野市社会福祉

協議会

熊野市井戸町

1150番地
榎本 滿

平成17年

11月１日
通所介護

2471100087

熊野市社協飛鳥・

五郷指定通所介

護事業所

熊野市飛鳥町野

口678番地

社会福祉法人

熊野市社会福祉

協議会

熊野市井戸町

1150番地
榎本 滿

平成17年

11月１日
通所介護

2472100573
フレンドハウス

愛

員弁郡東員町笹

尾西２丁目20番

２

特定非営利活動

法人フレンドハ

ウス愛

員弁郡東員町笹

尾西２丁目20番

２

内田 雅代
平成17年

11月１日
通所介護

2472800149

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会 御薗通

所介護事業所

伊勢市御薗町長

屋2767番地

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会

伊勢市御薗町長

屋2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日
通所介護

2472800388

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会 二見通

所介護事業所

伊勢市二見町江

310番地

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会

伊勢市御薗町長

屋2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日
通所介護

2472800826
デイサービスセ

ンター浜木綿

度会郡南伊勢町

田曽浦4722－９

社会福祉法人

南勢聖福会

度会郡南伊勢町

五ヶ所浦2870
仲 勝義

平成17年

11月１日
通所介護

2473100044

熊野市社協指定

通所介護事業所

｢紀和｣

熊野市紀和町板

屋135番地の１

社会福祉法人

熊野市社会福祉

協議会

熊野市井戸町

1150番地
榎本 滿

平成17年

11月１日
通所介護

2472800412
おばたグループ

ホーム

伊勢市小俣町宮

前31番地２
伊勢市

伊勢市岩渕１丁

目７番29号
中北 隆俊

平成17年

11月１日

認知症対

応型共同

生活介護

2472800156

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会 御薗福

祉用具貸与事業

所

伊勢市御薗町長

屋2767番地

社会福祉法人

伊勢市社会福祉

協議会

伊勢市御薗町長

屋2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日

福祉用具

貸与

2472800834
有限会社 ケア

フィット

度会郡玉城町井

倉115番地２

有限会社 ケア

フィット

度会郡玉城町井

倉115番地２
中澤 昭

平成17年

11月１日

福祉用具

貸与

介護保険事

業 者 番 号
事 業 者 名 事業者の所在地 申請 (開設) 者名

申請 (開設) 者の

主たる事務所の所

在地

申請 (開設)

者の代表者

氏名

指 定

年月日

2470100971
けあまねステーショ

ンれんげの里

桑名市大字蓮花寺

644番地48

有限会社 D'sネッ

トワーク

桑名市大字蓮花寺

644番地48
松本 大

平成17年

11月１日

2470202140 泗水介護支援事業所
四日市市幸町１－

22

株式会社 泗水介

護支援

四日市市幸町１番

22号
竹崎 昭男

平成17年

11月１日

2470301363
居宅介護支援事業所

マリア

鈴鹿市西条４丁目

35番地

有限会社 ホシカ

ワ

鈴鹿市西条４丁目

35番地
星川 榮克

平成17年

11月１日

2470400256
居宅介護支援事業所

亀寿苑

亀山市阿野田町

2443－１

社会福祉法人 ケ

アフル亀山

亀山市阿野田町字

二本松2443番地の

１

中村 隆義
平成17年

11月１日

2470701117
居宅介護支援事業所

ハートケアなんせい

松阪市山室町2292

－４
有限会社 サンテ

松阪市大黒田町

658番地
齋藤 洋一

平成17年

11月１日



三重県告示第937号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第29条の規定により､ 農林水産大臣から次のとおり保安林の指定をする予定

である旨通知がありましたので､ 同法第30条の規定により告示します｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

第１ １ 保安林予定森林の所在場所

一志郡美杉村奥津字須郷谷1954の１､ 1954の３

２ 保安林指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は定めない｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 美杉村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のもの

とする｡

ウ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法､ 期間及び樹種

次のとおりとする｡

第２ １ 保安林予定森林の所在場所

一志郡美杉村太郎生字澳田4809の１､ 4810の１､ 4811の１

２ 保安林指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

平 成 17 年 11 月 11 日 三 重 県 公 報 第 1727 号( 4 )

2470800091

社会福祉法人 伊勢

市社会福祉協議会

みなと居宅介護支援

事業所

伊勢市神社港262

－１番地

社会福祉法人 伊

勢市社会福祉協議

会

伊勢市御薗町長屋

2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日

2470800372

社会福祉法人 伊勢

市社会福祉協議会

伊勢居宅介護支援事

業所

伊勢市八日市場町

13－１番地

社会福祉法人 伊

勢市社会福祉協議

会

伊勢市御薗町長屋

2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日

2470800828
あいはーと居宅介護

支援事業所

伊勢市岡本３丁目

17－５

あいはーと 有限

会社

伊勢市宇治浦田３

丁目31番１号
三田由喜子

平成17年

11月１日

2471100020
熊野市社協指定居宅

介護支援事業所

熊野市井戸町1150

番地

社会福祉法人 熊

野市社会福祉協議

会

熊野市井戸町1150

番地
榎本 滿

平成17年

11月１日

2472100524
指定居宅介護支援事

業所りぼん

員弁郡東員町笹尾

西２丁目13－１

有限会社 介護倶

楽部

員弁郡東員町笹尾

西２丁目13－１
久保真奈美

平成17年

11月１日

2472800040

社会福祉法人 伊勢

市社会福祉協議会

二見居宅介護支援事

業所

伊勢市二見町江

456番地２

社会福祉法人 伊

勢市社会福祉協議

会

伊勢市御薗町長屋

2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日

2472800065

社会福祉法人 伊勢

市社会福祉協議会

小俣居宅介護支援事

業所

伊勢市小俣町元町

536

社会福祉法人 伊

勢市社会福祉協議

会

伊勢市御薗町長屋

2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日

2472800123

社会福祉法人 伊勢

市社会福祉協議会

御薗居宅介護支援事

業所

伊勢市御薗町長屋

2767番地

社会福祉法人 伊

勢市社会福祉協議

会

伊勢市御薗町長屋

2767番地
加藤 光徳

平成17年

11月１日

2472800842
ケアフィット居宅介

護支援事業所

度会郡玉城町井倉

115番地２

有限会社 ケアフィッ

ト

度会郡玉城町井倉

115番地２
中澤 昭

平成17年

11月１日

2473100044

熊野市社協指定居宅

介護支援事業所 ｢紀

和｣

熊野市紀和町板屋

135番地の１

社会福祉法人 熊

野市社会福祉協議

会

熊野市井戸町1150

番地
榎本 滿

平成17年

11月１日



� 立木の伐採の方法

ア 主伐は択伐による｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 美杉村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のもの

とする｡

ウ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする｡

第３ １ 保安林予定森林の所在場所

北牟婁郡紀北町紀伊長島区三浦字舟床500から502まで､ 502の１､ 504の１から504の４まで

２ 保安林指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については､ 主伐は択伐による｡

504の２・504の３ (以上２筆について次の図に示す部分に限る｡)

イ その他の森林については､ 主伐に係る伐採種は定めない｡

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 紀伊長島町森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする｡

エ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法､ 期間及び樹種

次のとおりとする｡

(｢次の図｣ 及び ｢次のとおり｣ は省略し､ その図面及び関係書類を三重県環境森林部森林振興室及び関係町

村役場に備え置いて縦覧に供します｡)

三重県告示第938号

公有水面埋立法 (大正10年法律第57号) 第22条第１項の規定により､ 次のとおり竣功
しゅんこう

認可をしました｡

なお､ 関係書類は､ 三重県農水商工部水産基盤室及び南伊勢町役場南島庁舎に備え置いて､ この告示の日から

起算して10年間閲覧に供します｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 竣功
しゅんこう

認可年月日及び番号

平成17年11月11日

三重県指令農商第14－278号

２ 竣功
しゅんこう

認可を受けた者の名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所

竣功
しゅんこう

認可を受けた者

南伊勢町

度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057

代表者

南伊勢町長職務執行者 清水 初吉

度会郡南伊勢町贄浦291番地18

３ 埋立ての位置

ａ) 第Ⅰ工区

度会郡南伊勢町小方竃字浜173､ 174､ 175－１､ 175－２､ 176､ 177､ 178､ 179､ 180､ 181－１､ 181－

２､ 181－５､ 181－６､ 181－７､ 181－８､ 182－１､ 182－３番地先公有水面

度会郡南伊勢町方座浦字浜53－１､ 142－１､ 字中町59－４､ 字船倉143－１､ 字宮町110－１､ 字磯田

117､ 119､ 127－９番地先公有水面

ｂ) 第Ⅱ工区

度会郡南伊勢町方座浦字塚間山130－11､ 130－12､ 130－16､ 130－17番地先公有水面

４ 埋立の免許年月日及び番号

昭和58年11月７日 三重県指令漁港第２－21号
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５ 面積

第Ⅰ工区 15,125.55㎡

第Ⅱ工区 3,581.71㎡

計 18,707.26㎡

６ 埋立地の用途

第Ⅰ工区 岸壁敷用地､ 道路敷用地､ 漁港施設用地及び漁港付帯施設用地

第Ⅱ工区 岸壁敷用地及び漁港施設用地

三重県告示第939号

公有水面埋立法 (大正10年法律第57号) 第22条第１項の規定により､ 次のとおり竣功
しゅんこう

認可をしました｡

なお､ 関係書類は､ 三重県農水商工部水産基盤室及び南伊勢町役場南島庁舎に備え置いて､ この告示の日から

起算して10年間閲覧に供します｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 竣功
しゅんこう

認可年月日及び番号

平成17年11月11日

三重県指令農商第14－279号

２ 竣功
しゅんこう

認可を受けた者の名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所

竣功
しゅんこう

認可を受けた者

南伊勢町

度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057

代表者

南伊勢町長職務執行者 清水 初吉

度会郡南伊勢町贄浦291番地18

３ 埋立ての位置

度会郡南伊勢町小方竃字柏木261番14､ 261番42､ 261番92､ 261番94､ 261番37､ 261番39､ 261番40､ 261番41､

261番95､ 261番36及び261番96地先公有水面

４ 埋立の免許年月日及び番号

平成12年８月18日 三重県指令漁振第２－９号

５ 面積

8,260.13㎡

６ 埋立地の用途

物揚場､ 護岸敷､ 道路敷､ 漁港施設用地､ 漁村再開発施設用地及び漁港関連施設用地

三重県告示第940号

次の者については､ 漁船損害等補償法 (昭和27年法律第28号) 第112条第１項の規定による付保義務の同意が

あったものと認めます｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

三重県告示第941号

次の者については､ 漁船損害等補償法 (昭和27年法律第28号) 第112条第１項の規定による付保義務の同意が

あったものと認めます｡
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漁船損害等補償法施行令
(昭和27年政令第68号)
第５条第１項の規定による
届 出 年 月 日

加 入 区 発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名

平 成 17 年 ９ 月 ７ 日 楠 町
四日市市楠町南五味塚 田 中 正 行

四日市市楠町南五味塚 川 村 誠



平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

三重県告示第942号

次の者については､ 漁船損害等補償法 (昭和27年法律第28号) 第112条第１項の規定による付保義務の同意が

あったものと認めます｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

三重県告示第943号

次の者については､ 漁船損害等補償法 (昭和27年法律第28号) 第112条第１項の規定による付保義務の同意が

あったものと認めます｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

三重県告示第944号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定により､ 道路の区域を次のとおり変更しました｡

なお､ 関係図面は､ 三重県県土整備部高速道・道路企画室に備え置いて､ 告示の日から２週間縦覧に供します｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

第１

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 桑名四日市線

３ 道路の区域
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漁船損害等補償法施行令
(昭和27年政令第68号)
第５条第１項の規定による
届 出 年 月 日

加 入 区 発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名

平 成 17 年 ９ 月 ７ 日 鵜 方
志摩市阿児町鵜方 中 村 守

志摩市阿児町鵜方 西 尾 力

漁船損害等補償法施行令
(昭和27年政令第68号)
第５条第１項の規定による
届 出 年 月 日

加 入 区 発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名

平 成 17 年 ９ 月 ２ 日 海 野
北牟婁郡紀北町紀伊長島区海野 浜 口 隆 生

北牟婁郡紀北町紀伊長島区海野 浜 畑 憲 男

漁船損害等補償法施行令
(昭和27年政令第68号)
第５条第１項の規定による
届 出 年 月 日

加 入 区 発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名

平 成 17 年 ９ 月 ７ 日 紀 南
南牟婁郡御浜町阿田和 長 山 行 文

南牟婁郡鵜殿村 下 地 育 二

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

三重郡川越町大字亀崎新田字中新田44番１地先から

三重郡川越町大字亀崎新田字中新田44番５地先まで

旧 20.00 120.00

新 20.00～46.00 120.00



第２

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 北勢多度線

３ 道路の区域

第３

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 大杉谷海山線

３ 道路の区域

第４

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 大台ヶ原線

３ 道路の区域

第５

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 大台ヶ原線

３ 道路の区域

第６

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 上海老茂福線

３ 道路の区域
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

いなべ市北勢町麻生田字麻野3258番３から

いなべ市北勢町麻生田字麻野3263番２まで

旧 10.00～15.00 22.00

新 15.00 22.00

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

多気郡宮川村大字大杉字桑木谷504番４から

多気郡宮川村大字大杉字桑木谷504番５まで

旧 4.00～55.00 350.00

新 4.00～63.00 350.00

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

多気郡宮川村大字大杉字平瀬谷393番１から

多気郡宮川村大字大杉字平瀬谷394番１まで

旧 7.50～8.10 22.20

新 7.50～22.40 22.20

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

多気郡宮川村大字大杉字宮古谷488番２から

多気郡宮川村大字大杉字宮古谷488番２まで

旧 5.00～6.10 28.00

新 5.00～22.00 28.00

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

四日市市山城町字東大谷830番８から

四日市市山城町字東大谷836番９まで

旧 16.70～28.80 167.60

新 16.70～39.60 167.60



第７

１ 道路の種類 一般国道

２ 路 線 名 477号

３ 道路の区域

第８

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 平尾茶屋町線

３ 道路の区域

議 会 訓 令

三重県議会訓令第３号

三重県議会事務局

議会関係三重県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程を次のように定めます｡

平成17年11月11日

三重県議会議長 田 中 覚

議会関係三重県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程

三重県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 (平成16年三重県条例第43号) の施行について

は､ 三重県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則 (平成16年三重県規則第82号) の規定の例に

よる｡

附 則

この訓令は､ 公布の日から施行する｡

公 告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定により､ 特定非営利活動法人の設立の認証

の申請がありましたので､ 同条第２項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部NPO室及び各県民局生活環境森林部に備え置いて､ 平成17年12月31日まで

縦覧に供します｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 申請のあった年月日

平成17年10月31日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人あいプロジェクト

� 代表者の氏名
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

四日市市平尾町3988番から

四日市市智積町字車井6412番まで

新 16.00～40.00 611.00

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

四日市市智積町字車井6399番から

四日市市智積町字生水6020番まで

新 14.20～32.00 1,122.00



今村 博之

� 主たる事務所の所在地

四日市市桜町540番地11

� 定款に記載された目的

この法人は､ ノーマライゼーションの理念に基づき､ 障害者および高齢者とそのご家族に対して､ 地域生

活支援に関する事業を行い､ 障害を持つ方や高齢者と市民が共生するまちづくりと地域福祉の増進を図るこ

とにより､ 社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定により､ 特定非営利活動法人の設立の認証

の申請がありましたので､ 同条第２項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部NPO室及び各県民局生活環境森林部に備え置いて､ 平成17年12月31日まで

縦覧に供します｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 申請のあった年月日

平成17年10月31日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人やすらぎ動物霊園

� 代表者の氏名

伊藤 孝

� 主たる事務所の所在地

伊勢市旭町288番地

� 定款に記載された目的

この法人は､ 一般市民に対して､ 動物愛護に関する事業を行い､ もって公益に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定により､ 特定非営利活動法人の設立の認証

の申請がありましたので､ 同条第２項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部NPO室及び各県民局生活環境森林部に備え置いて､ 平成17年12月31日まで

縦覧に供します｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 申請のあった年月日

平成17年10月31日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人優

� 代表者の氏名

森 由美

� 主たる事務所の所在地

鈴鹿市東磯山２丁目22番１号

� 定款に記載された目的

この法人は､ すべての人々がその生涯を通じて人間に値する生活を営むことができるよう､ ハンディキャッ

プのある人々に対して､ これを乗り越えるために必要な支援を行い､ もって地域社会におけるノーマライゼー

ションの理念の実現に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第３項の規定により､ 特定非営利活動法人の定款の変更

の認証の申請がありましたので､ 同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定により､ 次のとおり公告

します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部NPO室及び各県民局生活環境森林部に備え置いて､ 平成17年12月31日まで
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縦覧に供します｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 申請のあった年月日

平成17年10月31日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人ゆうあい

� 代表者の氏名

曽我 浩彦

� 主たる事務所の所在地

北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原601番地の２

� 定款に記載された目的

この法人は､ 様々な援助を必要とする人々に対して､ 福祉や生活に関する事業を行い､ もって全ての人々

がいつまでも自分らしく誇りと尊厳をもちながら安心して暮らしていくことのできる地域社会の創設に努め､

福祉の向上及び社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする｡

保健師助産師看護師法 (昭和23年法律第203号) 第18条の規定により､ 第57回 (平成17年度) 准看護師試験を

次のとおり実施します｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

１ 試験の実施日時

平成18年２月14日 (火) 午後１時から午後３時30分まで

２ 試験の実施場所

津市広明町13番地 三重県庁講堂

津市栄町１－891 三重県勤労者福祉会館 ６階 講堂 (受験者多数の場合)

３ 受験願書の受付期間及び受付場所

� 受付期間

平成18年１月５日 (木) から同月12日 (木) までの午前９時から午後５時まで (土曜日､ 日曜日及び祝日

を除きます｡)

� 受付場所

三重県健康福祉部医療政策室及び各県民局保健福祉部

４ 受験願書の請求先

〒514�8570 津市広明町13番地

三重県健康福祉部医療政策室 看護･統計グループ

電話 059�224�2326

５ その他

� この試験の受験資格､ 受験手続､ 試験の方法等の詳細については､ 受験願書の請求先で交付する第57回

(平成17年度) 三重県准看護師試験実施要領を参考にしてください｡

� この試験についての問い合わせは､ 受験願書の請求先にしてください｡

なお､ 郵便で問い合わせる場合は､ 必ずあて先を明記した返信用封筒に切手を貼り､ 同封してください｡

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第18条第16項の規定により､ 次の土地改良区から役員の退任の届出があ

りました｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

上津土地改良区 (伊賀市勝地42－１番地)

退任監事

伊賀市北山251番地 城 山 光 明

〃 妙楽地144番地 小 川 寛 作
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伊賀市伊勢路745番地 籔 根 昭 義

〃 勝地1111番地 山 本 徹

〃 下川原847番地 高 田 幹 也

〃 瀧371番地 辻 脇 忠 一

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第68条第２項において準用する同法第18条第16項の規定により､ 次の土

地改良区から清算人の退任の届出がありました｡

平成17年11月11日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

上津土地改良区 (伊賀市勝地42－１番地)

退任清算人

伊賀市伊勢路617番地 松 本 進

〃 〃 712番地 坂 本 芳 治

〃 〃 163－１番地 赤 井 勝 巳

〃 下川原694番地 岩 野 正 文

〃 〃 430番地 西 山 孝 司

〃 〃 521番地 西 山 明 良

〃 北山363番地 中 慶 信

〃 〃 1063番地 福 井 亥三男

〃 〃 1075番地 森 本 龍 喜

〃 勝地367番地 上 山 漠

〃 〃 585番地 折 戸 徳 吉

〃 勝地617番地 門 克 之

〃 妙楽地836－１番地 中 安 隆

〃 〃 136番地 山 西 義 巳

〃 〃 868番地 山 本 政 幸

〃 瀧628番地 辻 本 善 治

〃 〃455番地 杉 本 雄

〃 〃389番地 広 田 登

〃 下川原701－１番地 西 山 正 文

〃 勝地615番地 永井口 哲 也

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和39年三重県規則第15号) 第59条の規定により

公告します｡

平成17年11月11日

三重県警察本部長 木 岡 保 雅

１ 入札に付する事項

� 業務の名称

三重県警察インターネットホームページ更新

� 業務の概要

三重県警察インターネットホームページについては､ 平成14年４月１日から公開されているものですが､

よりよいサービスを提供するために､ トップページの更新・各種機能の追加等を行います｡

� 業務の仕様等

入札説明書 (仕様書) によります｡

� 契約期間

平成17年11月30日から平成18年３月31日までとします｡

２ 入札参加者の資格に関する事項

本件入札に参加できる者は､ 次に掲げる条件をすべて満たしている者とします｡

� 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の４の規定に該当しない者とします｡

� 三重県会計規則 (以下 ｢規則｣ といいます｡) 第60条第２項に規定する入札参加資格者名簿に登録されて
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いる者とします｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者とします｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者とします｡

� 過去２年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を２件以上締結し､ 当該契約を適正に履行した実績を有する者とします｡

３ 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる証明書等を入札参加申請書に添えて､ 平成17年11月11日 (金) から

同月25日 (金) 午後２時までの間に４の�の場所に持参しなければなりません｡

入札に係る提出書類等を審査した結果､ 本業務を遂行することができると認められる者に限り入札に参加す

ることができます｡

� ｢競争入札参加資格審査結果 (登録) 通知書 (物件の買入れ等)｣ の写し

� 納税確認 (証明) 書

ア 県内に本店を有する者

� ｢納税確認書｣ (県内の県税事務所が過去６月以内に発行したものです｡) の写し

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その３ 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過

去６月以内に発行したものです｡) の写し

イ 県外に本店を有する者

� 県内の事業所に係る ｢納税確認書｣ (県内の県税事務所が過去６月以内に発行したものです｡) の写し

� 本店分の消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その３ 未納税額のない証明用)｣ (所管税

務署が過去６月以内に発行したものです｡) の写し

� ２の�に掲げる実績を確認できる文書

４ 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒514�8514 三重県津市栄町一丁目100番地

三重県警察本部警務部会計課出納係 担当 三浦､ 吉居

電話 059�222�0110 (内線2245)

� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

平成17年11月11日 (金) から同月24日 (木) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元年三重県条例第２

号) 第１条に規定する休日を除きます｡) の午前８時30分から午後５時までの間に､ �の場所で配布します｡

� 入札説明会の日時及び場所

ア 日時 平成17年11月18日 (金) 午後１時

イ 場所 三重県津市栄町一丁目100番地 三重県警察本部２階入札室

� 入札書の提出日時及び場所

ア 日時 平成17年11月29日 (火) 午後１時

イ 場所 �のイに同じです｡

� 郵送 (書留) による場合の入札書の提出期限及びあて先

ア 期限 平成17年11月28日 (月) 午後５時必着とします｡

イ あて先 �に同じです｡

� 開札の日時及び場所

入札書の提出後､ �のイの場所で直ちに行います｡

５ 入札方法等に関する事項

� 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合は､ 入札前に委任状の

提出を求めます｡

� 入札書の記載については､ 入札書に記載された金額の100分の５に相当する額を加算した金額 (当該金額

に１円未満の端数があるときは､ その端数を切り捨てるものとします｡) をもって契約金額としますので､

入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額の

105分の100に相当する額を入札書に記載するものとします｡

� 入札執行回数は､ ３回を限度とします｡

� 入札保証金

入札金額の100分の５以上の額とします｡ ただし､ 規則第70条第１項各号のいずれかに該当する場合は､

平 成 17 年 11 月 11 日 三 重 県 公 報 第 1727 号 ( 13 )




